
85

Ⅰ．序論
2011年、日本の東北地方でマグニチュード9.0の大地震があった。その大きな

地震は一瞬で世界の焦点になった。発生して間もなく、台湾にいる私もその恐ろ
しさを知った。ニュースで火災、津波、余震の映像が次々に流され、これから日
本は一体どうなるだろう……。そう思うと、心の不安はいつまでも取り除くこと
ができなかった。その後、様々な救助活動が行われた。やむを得ずふるさとから
離れた住民たちは仮設住宅に住み、必死に生きていこうとされている。しかし、
ある人達にとって、まだ大切な家族が被災地に残された。それはペットを飼って
る飼い主さんだ。地震当時、何もかもが突然すぎて、対処できないまま家から去っ
た人が大勢いて、愛する犬や、猫を一緒に連れ出すこともできなかった。一方で、
飼い主が津波に流されて、家をなくしたペットもいる。その子たちはもう帰れな
い主人をひたすら待っているが、最終的に保健所に送られたペットがほとんどだ。

今、被災地の人々は復興のために一所懸命頑張っておられる。しかし、動物た
ちの福祉の現実に目を向けられる人はまだ少ない。当時のペットたちは今一体ど
んなところでどう生きているのか。はたして楽しく生きているのか。これらの疑
問が浮かんだ私はこの論文を書くことにした。被災地のペットたちの現実を調べ、
どのようなケアの方法があるのかについて考察していきたいと思う。

Ⅱ．本論
１．ペット事情
a.日本

震災時のペットに焦点を当てる前に、まず現在の日本のペット事情にふれてお
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きたい。日本では今年間約15万頭のペットが捨てられていると言われている。
ペットショップの売れ残りや、飼い主の身勝手な理由で捨てられたペットがたく
さんいる。この数の多さを大抵の日本人は知らない。何故かというと日本の街で
はめったに野良犬や野良猫を見ないからだ。その原因は、もし住人が通報すると、
その動物はすぐ保健所に連れて行かれるが、そこで新しい飼い主を見つけた犬や
猫はとても少ないのが実際である。その結果、ほとんどが殺処分を受けることに
なる。１年に約10万頭の動物が保健所で殺処分されることになっている（出典：
環境省『犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況』）。

では、なぜ日本はこのような現状に陥ったのか。以下の資料からその点につい
て探っていきたい。表1「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容状況（都道府県・
指定都市・中核市）」を見ると、沖縄県の殺処分数が3,890頭で最も多い。次に茨
城県、山口県という現状となっている。沖縄県が１位の原因は「放し飼い、一人
散歩」にあると思われる。飼い主が犬を散歩に連れていこうとせず、門を開けて
犬を外に出すことが普通にある。これを沖縄県の人は“一人散歩”と言う。もし
犬が道に迷って戻らなくなったら、犬嫌いな人はすぐその犬を野良扱いして、保
健所に通報する。飼い主さんが犬を探さないと、その子は５日間の収容期限を終
え、最終的に殺処分をされることになる。このような“一人散歩”は東京では想
像もできないが、実際に沖縄県とくに都市部以外では一般的なことである。
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神奈川県の殺処分数は117頭で全都道府県の中で最も少ない、次に岡山県、京
都府という結果になっている。神奈川県では近年犬猫の殺処分をゼロにするため
に、様々な取り組みをしている。特に①収容数の減少、②返還の推進、③譲渡の
推進、この三つに力を入れている。

まず取引の動物の数を減少するため、それ以外の方策や助言を積極的に勧めて
いる。取引手数料も2,000円から4,000円に値上げすることで、業者及び飼い主の
捨てる動機を抑える努力をしている。次に犬がいなくなった飼い主さんが捜しや
すくするため、情報提供を充実した。例えば専用ページを作ることや、警察の落
し物検索システムと連携するなどである。これは犬にとっても重要な一歩だ。飼
い主の元に戻る以外に犬にとって良い方法はないだろう。最後は多くの人がペッ
トショップで犬を買うより、保健所の譲渡に興味を持つように、譲渡手数料を無
料にすることや、先に去勢手術を実施したうえで譲渡するなど、譲渡に必要な料
金をなるべく低くしている。神奈川県ではこのように犬猫の幸福のために努力し
ているが、まだまだ課題があるという声も少なくない。殺処分数が減ったとして
も、そもそも保健所に来て殺処分を受ける前に死んでしまう動物も少なくない。
所内死亡率がまだまだ高い現実があり、目指すのは殺処分ゼロではなく、捨てら
れるペットの数をゼロにする方が根本的な解決案であると考える。
b.まとめ

たくさんの問題が存在している中、果たしてどのような解決策があるだろうか。
解決のためにはやはり政府が一番重要な役割を担うべきである。それは日本の
ペットに関する法律がまだまだ曖昧なところがたくさんあるのが問題で、特に
ペット売買はもっと厳しくまたは明確な法律が必要である。だが、整備状況は不
十分である。動物たちにも命がある。本来なら売買するのもおかしいのではない
かと思うが、現状からいうと、ペットショップを完全になくすことは困難である。
規制できるのは取扱いの際の注意事項の整備である。例えばドイツの法律のよう
に飼う環境がよくないと取扱いできない。適度の運動をさせれないと違法となる。
こうした点を法律化すべきである。

そして最も大事なのは販売する際の規制である。客にきちんと飼育方法を伝え
るのは当然で、将来どのような病気になる可能性があるのか。また病気になった
場合はいくらお金がかかるのか。このような現実的な面も説明しなければならな
い。ペットを飼うのは一時的な遊びではなく、命を扱うことをしっかり飼い主が
認識する必要がある。これらを法律で明記することによって、捨て犬・猫の数を
減らす可能性が広がるであろう。今の台湾、日本の状況から見ると殺処分ゼロを
実現するにはまだ難しい。捨て犬・猫をゼロにすることこそ今一番目指すべき目
標ではないだろうか。
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２．東日本大震災のペット
a.犠牲になったペット

東日本大震災により、甚大な被害を受けたのは人だけではなく、数多くのペッ
トも犠牲になったのである。環境省の「東日本大震災における被災動物対応記録
集」（2013年）によると、各自治体からの報告では少なくとも3,133頭の犬が命を
落としていた。飼い犬は狂犬病予防接種があるため、正確な数字が分かる。しか
し、猫に関しては犬のように登録制がないため、被災状況がほとんどわからない
ままである。それ以外にも、原発が問題となっている福島県では、住民たちがペッ
トを自宅に置いて、緊急避難したので、放浪状態となったペットも少なくなかっ
た。また、命は助かったものの怪我をしたり、飼い主と離れてしまったペットも
いる。これらの資料を見ると、ペットも人と同様に東日本大震災から大きな影響
を受けていることがよくわかる。
b.被災ペット救護活動

震災発生した後すぐに様々なペット救難活動が行われていた。主に東北３県に
おける救難活動が一番多いことを踏まえて、岩手県、福島県、宮城県、この３つ
の県の被災ペットに対する救難活動を比較していくこととする。
●　岩手県
（１）岩手県災害時動物救護本部
岩手県は震災発生後すぐに岩手県災害時動物救護本部を立ち上げた。この組織

は岩手県獣医師会、県内の動物愛護団体等、環境生活部（県民くらしの安全課）
などで構成されていた。その後、様々な動物救護に関する活動が行われていた。

まず、岩手県災害時動物救護本部は沿岸被災12市町村あてに、動物を飼う条件
として最低限の環境を整えるよう要請文を発送した。また、需要があれば、救護本
部が飼育に必要なケージや、ペットフードなどを手配することも可能となってい
る。動物の指導や躾もアドバイスする。こうしたとりくみによって災害直後でも安
心、安全なペットの飼育ができる。避難所でペットを飼う県民も多くいたが、ペッ
ト同行の被災者を受け入れるには衛生面をきちんと整えないといけないため、ペッ
トが外飼いになった場合がとても多い。それ以外に、ペットと一緒に暮らしたいと
いう方は猫や犬を自家用車内で飼い、そして避難者自身も車に泊まっていたケース
があった。これを解決するために、救護本部が避難所の近くに動物用のスペースを
設けて、飼い主も安心できる環境で飼うことができたのである。

岩手県災害時動物救護本部は2011（平成23）年８月21日に廃止されている。
その理由として、応急仮設住宅が完成したことや、復興対策が本格化しているな
どが挙げられている。しかし、各動物愛護団体等で保護している動物は引き続き
新しい飼い主を探していたり、譲渡を行ったりしている。また、岩手県災害時動
物救護本部の構成団体はまだ被災地でペットを飼っている住民の相談を受け、被
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災地で繁殖していた動物の保管もしていて、現在に至る。
（２）放浪動物の救護活動
震災後街には多くの放浪動物がいた。救護するために、岩手県では保健所の職

員が何回も被災地を巡回し、救護活動を実施している。その結果は以下の表のよ
うに犬15頭、猫22頭を無事保護している。ただし、記録のない個体もいること
から、正確な数値は不明である。

（表２）　岩手県における放浪・負傷動物の保護収容頭数
平成23年 合計３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

犬 11 2 1 1 0 0 15
猫 1 7 10 2 2 2 22

（出典）環境省「東日本大震災における被災動物対応記録集」2013年,p.51

保護されたペットは、各地区の保健所で収容していて、公式サイトやホーム
ページを通じて譲渡を慎重にすすめている。また、被災した動物が殺処分を受け
ないように、保管期間を延長していたり、様々な努力をしてきた。
（３）譲渡
保護してから２週間以内に飼い主が現れていないペットと飼い主不明や所有権

放棄された動物は基本的に全て譲渡対象として、総計犬43頭と猫60頭があった。
そのうち犬40頭と猫53頭が新しい飼い主を見つけた。譲渡する際に、対象者は
原則として県内在住者に限定していて、かつ動物を正確に飼育することが認めら
れるものしか渡さないということになっていたが、一部県外在住者にも譲渡を
行っている。震災というのは特殊事情であり、譲渡した後、元の飼い主が現れた
場合もあるため、事前に譲渡者に返還する可能性も否めないということをきちん
と説明して、了解を得ることにしている。
●　福島県（郡山市、いわき市を除く）
（１）福島県動物救護本部
福島県では、2011（平成23）年４月15 日に福島県動物救護本部を設置した。

この組織は福島県、郡山市、いわき市、社団法人福島県獣医師会、福島県動物愛
護ボランティア会で構成されている。震災が発生して以来、たくさんの動物救難
活動を行っていた。

まず、救護本部の構成団体の一つである福島県獣医師会は「被災ペット救済支
援センター」を各地域に設置し、避難所でペット連れの方の相談、物資の提供も
実施していた。さらに、避難所になった福島県のあずま総合運動公園と郡山市の
ビッグパレットふくしまでペットの飼養施設を設置した。テントを張って、ケー
ジを搬入し、飼い主による自主管理を行ったのである。次に、福島県には動物救
護施設としての施設はすでに各地区に存在していたが、福島県動物救護本部はま
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た新たな保護施設を設けた。県内２か所で臨時シェルターを設置し、保護した多
くの犬や猫の収容をしてていた。ひとつは2011（平成23）年４月27 日に福島市
飯野町に開設された福島第１シェルターで、もうひとつは同年９月14 日に田村
郡三春町に開設された福島第２シェルターである。福島第２シェルターには診療
室や手術室などが設置されていて、環境を整えるための工夫をしていた。また、
保護活動の拡大に伴い、シェルターの敷地を犬猫200頭程度が収容可能な面積に
まで広げていた。第１シェルターは2013年１月に閉鎖していて、第２シェルター
は2015年12月に閉鎖していた。その同時に、福島県動物救護本部の活動も終了
していた。その原因はシェルターで保護していた1,008頭の被災ペットがすべて
飼い主の元に戻ったり、新しい飼い主と生活をし始めたからである。
（２）放浪動物の救護活動
福島県では主に警戒区域内に残された被災ペットを保護していた。具体的には、

福島県独自の保護、環境省と連携した保護活動を実施した。保護したペットは各
地の保護管理センター、福島県動物救護本部が管理した福島第１シェルター及び
福島第２シェルターに収容した。2011（平成23）年３月から2012（平成24）年
９月まで保護した頭数は以下の表の通りで、合計犬637頭、猫462頭であった。

（表３）　福島県における放浪・負傷動物の保護収容頭数
平成23年 平成24年 合

計３
月

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

10
月

11
月

12
月

１
月

２
月

３
月

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

犬 23 43 79 188 100 33 25 23 43 17 17 16 20 3 0 1 0 4 2 637
猫 0 1 24 68 71 17 24 20 9 0 0 0 93 0 1 3 0 0 131 462

（出典）環境省「東日本大震災における被災動物対応記録集」2013年p.98
 
保護収容したペットについては、公示期間を延長したりホームページに掲載す

るなどして、飼い主探しを行った（現在募集は終了している）。
（３）譲渡
保護したペットを１ヶ月に公示した後にも飼い主が現れていない場合は譲渡対

象となり、新しい飼い主を募集していた。総計犬241頭、猫52頭が新しい飼い主
に譲渡されていた。譲渡を促進するために、ホームページへの掲載、各都道府県
への譲渡協力依頼、イベントでの譲渡対象動物の紹介、他の地方獣医師会への譲
渡協力依頼を行った。また、譲渡にあたって、譲渡対象者には以下のような条件
をつけている。

１）福島県まで引取に来ること
２）成人の方であること
３）飼養するにあたり、同居する家族の同意が得られていること
４）飼養環境が集合住宅もしくは借家の場合は、動物の飼養が承認されていること
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５）狂 犬病予防法、動物の愛護及び管理に関する法律などの関係法令を遵守し、愛情
と責任を持って終生飼養できる方であること

６）引き渡しの際に示す誓約事項を遵守できる方であること
７）狂犬病予防法に基づく登録・注射の実施（犬の場合）
８）避妊去勢等の繁殖制限の実施
●　宮城県（仙台市を除く）
（１）宮城県緊急災害時被災動物救護本部
宮城県では2011（平成23）年 3 月 18 日に「宮城県緊急災害時被災動物救護本

部」を設置して、県内 9 箇所（仙南地区、岩沼地区、黒川地区、塩釜地区、大崎
地区、栗原地区、登米地区、石巻地区、気仙沼地区）に現地救護センターが立ち
上がった。震災発生後、震災動物によりいい環境を提供できるように、動物救護
本部が動物愛護センター敷地内に「宮城県被災動物保護センター」を設置し、県
で飼育管理をしていた被災動物を動物救護本部に移し、被災動物保護センターで
預かった動物が全て譲渡先が決定したことで、2012（平成24） 年 3 月 11 日に被
災動物保護センターを閉鎖した。
（２）放浪動物の救護活動
宮城県では、各保健所で被災して放浪状態になった所有者不明の犬猫の保護を

行った。2011（平成 23） 年 3 月から2012（平成24）年 9 月までの間に動物救護
本部が保護した動物の数は犬 243 頭、猫 61 頭で、保護した動物は、動物愛護セ
ンター、被災動物保護センター、石巻地区動物救護センター等で収容した。また、
被災動物には殺処分をしないという方針を固めて、公示期間が過ぎてもホーム
ページなどに継続して掲載し、新しい飼い主を探した。

（表４）　宮城県における放浪・負傷動物の保護収容頭数
平成23年 平成24年 合

計３
月

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

10
月

11
月

12
月

１
月

２
月

３
月

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

犬 64 90 38 35 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241
猫 5 20 19 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55

※保護収容した頭数（犬243頭、猫61頭）のうち、保護した月を把握している分のみ掲載。
（出典）環境省「東日本大震災における被災動物対応記録集」2013年p.65

（３）譲渡
宮城県では、震災後３ヶ月を経っても飼い主が迎えに来なかった犬猫を「飼い

主がいない・判明しない」と判断し、譲渡の対象にした。譲渡を促すために、県
獣医師会、動物愛護センター等のホームページで掲載したほか、被災動物保護セ
ンターにで譲渡会も開催した。その後も、希望者に対して譲渡を行なった結果、
犬 127 頭、猫 43 頭が新しい飼い主を見つけることができた。また、譲渡するに
あたっては、譲渡対象者の居住地域を宮城県県内に限定していたが、最終的には
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他の都道府県の方にも譲渡が行なわれた（参考資料：環境省「東日本大震災にお
ける被災動物対応記録集」2013年）。
c.まとめ

これらの資料には大きな共通点がある。それは動物救難組織の設置である。震
災後この三つの県では被災動物救護本部を立ち上げた。これができたことによっ
て、様々な救難活動や情報の共有が可能となった。また、組織の構成の多くは前
から動物愛護団体や獣医師会と協定を結んでいたからできたこともわかる。災害
時においてこのような協定があることは重要である。いきなり組織を作るのは難
しいし、なによりこれらの協会と物資の共有ができ、例えばドッグフードや、毛
布などがすぐ用意できたのである。

組織がとてもしっかりしている一方で、動物飼養者の災害時に対しての柔軟な
対応が弱いということも現実である。防災訓練は日頃から行っているが、ペット
飼育者として、ペット同行の避難にも心がける必要がある。今回の東日本大震災
ではそれが原因で様々なペットが被災地に残されて、放浪動物になった。ペット
との同行避難は県または動物愛護協会などが普通の防災訓練と同様に実施し、い
つでもペットを連れて逃げ出す準備を備えなければならない。行政側もそれに合
わせたマニュアルを作成し、配布するこも大事なとりくみであろう。

同行避難においてのもう一つ大きな課題は避難所の動物飼養である。ペット同
行で避難所に住むには各避難所によって規則が異なっていることがある。今回の
地震ではほぼ多くの避難所は動物を受け入れない場合が多く、避難者は仕方なく
ペットを救護組織に預かることが少なくなかった。ペット連れ可の避難所もあっ
たが、その場合は自治会で決定したルールに従って、入居することになる。それ
でもペット飼育の環境は決していいとは言えない。ほとんどの人は仮設住宅の外
にケージを設けて飼育した。いわゆる「外飼い」ということになる。これに対し、
一部の飼い主の理解は得られなかった。

３．問題点と解決案
今回の震災で三県とも様々な動物に対しての救難活動を行ってきたが、いくつ

もの問題点がある。まず譲渡に関しては、被災地ではそれぞれの県に在住する人
を限定し、募集した場合が多く見られる。最終的に県外者に対象を広げた県も
あったが、その数は少なかった。この点に関して県外に募集を広げてもいいので
はないかと思う。なぜかというと、県内の方の多くも被災者となって、ペットを
飼う余裕がなくなっており、里親を探すのは困難である。また、県外から新しい
飼い主を募集すれば、見つかる確率が高くなるし、県外の人が被災地に訪れる
きっかけにも繋がるのではないかと考える。

次に放浪動物の保健所での管理期間が短いことも問題である。そのことが原因
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ですでに譲渡した動物を返さなければならないという事態が生じた。期間を長く
するのも一つの方法だが、もっと多くの新聞やホームページにそれらの情報を載
せるのもいい効果が期待できよう。被災者が自身の身の回りの処理がまだできて
いないため、ペットを迎えに行けない場合もあるかもしれない。避難する際に連
れて逃げなかったので、もう自分の愛犬が死んでしまったと思い込んでいた人も
いる。このような状況を防ぐには、やはり情報の開示と共有が大きなポイントに
なってくるのである。

さらに、仮設住宅にでペットを飼う際、本来なら自治会のルールを守って、他
人に不快や迷惑をかけないことが前提であるが、実際に多くの場合は入居者の総
意でペット禁止ということになったケースが多く存在している。震災中にペット
の所有権を放棄しに救難本部に訪れた人の多くの理由は、「避難所でペットの飼
養は認められているが、トラブル等を懸念して飼えないため」であった。こうし
たことから地域社会においては動物の救護に対する考えはまだまだ消極的という
ことがわかる。動物救護に関する普及啓発活動にもっと力入れるべきであると私
は思う。身近にできることから始めればいいかもしれない。例えば、震災時にペッ
トがいてよかったという経験を共有することが大切である。「ペットを飼いだし
て変わった点で多く聞かれることは、『仮設コミュニティの中が明るくなったよ』
という答えがある。また、ペットの世話をすることではじめて、生活にメリハリ
ができたと語られることも多い」（若島、板倉　2013、pp. 29-33）。震災で家族を
失って、生きる目標さえを失った人々にとって、誰かがそばにいてくれることは
とても力になる。そんな時、ペットがまさにそのような役割を果たしているので
ある。

Ⅲ．結論
国際的にも放浪動物の問題に関心が集まっている。野良犬、野良猫の処分を

巡って、各国でそれぞれ違うやり方で努力しているが、殺処分に焦点が当たりす
ぎて、その背後にある捨て犬・猫の問題に論究されていないのが現状である。ま
た、社会的に野良動物に関する知識がまだ足りてないことも課題である。一部の
人はそれが自分に関係ないことと思っていて、動物の命にまで注目していないの
が現状である。世界には様々な人や、生き物が生きている。それぞれに好き嫌い
もあると思う。しかし、それでも、私たちには動物の命を奪う権利はない。震災
時、テレビ報道の間違った流し方によってある誤解が生じた。被災者に物資を配
るところがカットされて、ドッグフードを搬送する映像だけが流されて、視聴者
からこの非常事態に犬のえさを優先するのは間違ってるだろうという苦情があっ
た。災害時にあたって人を最優先に考えるのは正しいかもしれない。ところが、
それと同時に動物のいのちの尊厳も視野に入れるべきであろう。人間と動物、両
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者が一緒に助かる方法を見つけ出すのが一番大切なことだと思う。人も動物も生
きていける社会をどう作るのかが今後大きな課題になるのではないかと思う。
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